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答  申 

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した地方税法（以下

「法」という。）３４２条１項の規定に基づく固定資産税賦課処分及び

法７０２条１項の規定に基づく都市計画税賦課処分の取消しを求める審

査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

   本件審査請求のうち、東京都〇〇都税事務所長（以下「処分庁」  

という。）が、請求人に対し、平成３１年（令和元年）６月３日付  

けで行った別紙１物件目録記載の各土地（同目録の「本件土地」及  

び「本件隣地」（以下併せて「本件各土地」という。）。なお、平  

方メートルについては「㎡」と表記する。）に係る平成３１年度  

（令和元年度）分の固定資産税及び都市計画税（以下「固定資産税  

等」という。）賦課処分（以下「本件処分」という。内容は、別紙  

２中「本件処分」のとおり。）について、固定資産税のうち税額３  

２５，５００円を、都市計画税のうち税額６９，７００円を、それ  

ぞれ超える部分の取消しを求める部分は、却下すべきであり、その  

余の部分に係る審査請求については、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

   本件審査請求の趣旨は、本件処分について、その取消しを求める

というものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

   請求人は、おおむね以下の理由から、本件処分の違法性又は不当
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性を主張している。  

   本件空地は、東京都建築安全条例による区建築調整課の指導に基

づいて、その利用が許されないものとなった。利用できない所有地

に対する固定資産税等は免除されて然るべきところ、課税を行った

のであるから、本件処分は、違法・不当である。  

 

第４  審理員意見書の結論  

   本件審査請求のうち、固定資産税の税額３２５，５００円を超え

る部分及び都市計画税の税額６９，７００円を超える部分に係る各

税の賦課処分の取消しを求める部分については不適法であるから、

行政不服審査法４５条１項の規定を適用してこれを却下すべきであ

り、その余の審査請求は理由がないから、同条２項の規定を適用し

てこれを棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。     

    年  月  日  審  議  経  過  

令和  元年１０月３１日  諮問  

令和  元年１２月１６日  審議（第４０回第１部会）  

令和  ２年  １月２０日  審議（第４１回第１部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した  

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

  ⑴  固定資産税等の納税義務者  

法３４３条１項は、固定資産税は、固定資産の所有者に課する

と定め、同条２項は、前項の所有者とは、土地又は家屋について

は、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所
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有者として登記又は登録されている者をいうと定めている。この

ことは、法７０２条により、都市計画税においても同様であると

されている。  

  ⑵  固定資産税等の賦課期日  

法３５９条は、固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属

する年の１月１日とすると定めており、このことは、法７０２条

の６の規定により、都市計画税においても同様とされている。  

固定資産税等の納税義務者、課税客体、課税標準等の課税要件

は、賦課期日現在の状況によって確定されるものである。  

  ⑶  固定資産税等の課税標準及び住宅特例  

第二年度（法３４１条７号。本件においては、平成３１年度を

指す。）に係る賦課期日に所在する土地又は家屋に対して課する

第二年度の固定資産税等の課税標準は、当該土地又は家屋に係る

基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税

台帳若しくは土地補充課税台帳又は家屋課税台帳若しくは家屋補

充課税台帳に登録されたものとされている（法３４９条２項、７

０２条）。  

この課税標準につき、法３４９条の３の２は、専ら人の居住の

用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令

で定めるものの敷地の用に供されている土地（以下「住宅用地」

という。）に対して課する固定資産税の課税標準は、法３４９条

により課税標準となるべき価格の３分の１の額とし（法３４９条

の３の２第１項）、さらに、住宅用地のうち、当該住宅用地の面

積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数（以

下「住居の数」という。）で除して得た面積が２００㎡までの場

合は当該住宅用地（以下「小規模住宅用地」という。）に対して

課する固定資産税の課税標準は、上記３分の１の額のところを６

分の１の額とする旨定めている（同条２項）。  

そして、法７０２条の３は、住宅用地に対して課する都市計画
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税の課税標準は法３４９条により課税標準となるべき価格の３分

の２の額とし（法７０２条の３第１項）、小規模住宅用地の場合

にはこれを３分の１の額とする（同条２項）旨を定めている。  

なお、法３４９条の３の２第２項に規定する住居で政令で定め

るものとは、その全部が別荘の用に供される住居以外の住居を指

すものとされ（法施行令５２条の１２）、また、法３４９条の３

の２第２項に規定する住居の数は、当該住居が家屋のうち人の居

住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部であ

る場合には、当該部分の数により定めるとされている（法施行規

則１２条の２第１項）。  

  ⑷  固定資産の価格等の決定等  

    法４１０条は、都知事（以下、法７３４条１項の規定による準

用の趣旨に沿って、「市町村長」を読み替える。）は、固定資産

の価格等を毎年３月３１日までに決定しなければならないと定め

る（同条１項）。  

そして、法４１１条は、都知事は、固定資産の価格等を決定し

た場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税

台帳に登録しなければならないこと（同条１項）、前項の規定に

よって固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべて

を登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければな

らないことを定める（同条２項）。  

さらに、法４１６条は、都知事は、固定資産税の納税者がその

納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地について土地課税台

帳等に登録された価格と当該土地が所在する特別区内の他の土地

の価格とを比較することができるよう、毎年４月１日から４月２

０日又は当該年度の最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

の間、指定する場所（本件においては東京都〇〇都税事務所）に

おいて、土地価格等縦覧帳簿又はその写しを当該特別区内に所在

する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなけれ



 

- 5 -  

ばならないと定める。  

  ⑸  固定資産の価格等の修正  

    法４１７条１項は、都知事は、法４１１条２項の規定によって

公示の日以後において固定資産の価格等の登録された価格等に重

大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに決定され

た価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければ

ならない。この場合においては、都知事は、遅滞なく、その旨を

当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しな

ければならないと定めている。  

  ⑹  固定資産税等の税率  

法３５０条は、固定資産税の標準税率は１００分の１．４と定

め、法７０２条の４は、都市計画税の税率は１００分の０．３を

超えることができないと定めている。  

法の各規定を受けて、条例１２２条は、固定資産税の税率を１

００分の１．４と定め、条例１８８条の２７は、都市計画税の税

率を１００分の０．３と定めている。  

なお、平成３１年度分の都市計画税に関しては、条例附則２０

条（平成３１年東京都条例第１７号による改正後のもの）におい

て、土地の一部が上記⑶の小規模住宅用地に該当する場合、当該

土地のうち、小規模住宅用地である部分については、当該年度分

の都市計画税の課税標準を基に算出された税額から、その２分の

１の額を控除して得られた額に相当する額を当該年度分の都市計

画税の額として賦課することとしている。  

  ⑺  固定資産税の非課税  

    納税義務者としない者及び課税客体としない固定資産について、

固定資産税に関しては法３４８条に、また、都市計画税に関して

は法７０２条の２に、それぞれ定められている。  

  ⑻  固定資産税の減免  

   ア  法３６７条は、都知事は、天災その他特別の事情がある場合
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において、固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に

より生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある

者に限り、都の条例の定めるところにより、固定資産税を減免

することができることを、また、法７０２条の８第７項は、都

市計画税について、同条の規定により固定資産税を減免したと

きは、当該納税者に係る当該固定資産税に対する減免額の割合

と同じ割合によって減免されたものとすることをそれぞれ定め

ている。  

   イ  条例１３４条１項は、法３６７条の規定を受け、次の各号の

いずれかに該当する固定資産であって、都知事において必要が

あると認める固定資産の納税者に対しては、当該固定資産税を

減免すると定めている。なお、条例１８８条の３０は、都市計

画税の減免について固定資産税の賦課徴収の例によると定めて

いる。  

     そして、条例１３４条１項による固定資産税の減免対象とな

る固定資産とは、生活保護法により生活扶助を受ける者の納付

すべき固定資産税に係る固定資産（同項１号）、公益のために

直接専用する固定資産（固定資産の所有者に課する固定資産に

あっては、当該所有者が有料で使用させるものを除く。）（同

項２号）、災害等により、滅失し、又は甚大な損害を受けた固

定資産で東京都規則で定めるもの（同項３号）、及び同項４号

は、前各号に掲げるものの外、東京都規則で定めるもの（同項

４号）としている。  

   ウ  条例施行規則（昭和２５年東京都規則第１２６号。以下「規

則」という。）３１条は、条例１３４条１項４号において規則

で定める固定資産について、①生活保護法による生活扶助以外

の扶助を受ける者が所有する固定資産、②賦課期日後に相続税

法の規定により租税に代わり物納された固定資産、③その他特

別の事情があると知事が認める固定資産と定めている。  
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   エ  規則３１条に基づくその他特別の事情があると知事が認める

固定資産については、「固定資産税及び都市計画税課税事務提

要」（平成２８年１月２９日２７主資固第２４３号東京都主税

局長通達別添。以下「事務提要」という。）第２章・第１１節

・第２・４・⑶において、文化財保護法等により指定された文

化財の外１９項目が示されている。  

このうち、賦課期日（本件においては平成３１年１月１日）

現在における状況が、一画地（原則として、土地課税台帳又は

土地課税補充台帳に、一筆の宅地として登録されているもの）

の非住宅用地の面積が４００㎡以下のものであって、当該非住

宅用地の納税義務者が個人である場合、当該納税義務者が減免

申請を行ったときは、当該非住宅用地のうち２００㎡までの部

分に対応する当該賦課期日の属する年度分の固定資産税及び都

市計画税の額の各２割を減免するとされている（減免要綱。事

務提要第２章・第１１節・第３・４・サ）。  

このほか、上記事務提要には、「その他特別な事情があると

知事の認める固定資産」（以下「特定固定資産」という。）の

一項目が設けられている（同・ト）ところ、特定固定資産とは、

①課税することが建前であるが、社会通念上、課税することが

明らかに不合理であり、かつ、近い将来において、非課税等の

立法措置がとられる可能性の高いものであること、②固定資産

の使用実態等が、都の行政に著しく寄与するものと認められ、

減免措置に対して、都民の合意が容易に得られるものであるこ

とといった事情が認められるものについて、負担の均衡又は能

力等を考慮して知事が必要と認めるものとされている。  

  ⑼  租税法の非課税要件の解釈に関する判例  

    租税法の非課税要件を定める規定については、租税負担公平の

原則から、不公平の拡大を防止するため、解釈の狭義性、厳格性

が強く要請されており（最高裁判所平成元年１１月３０日判決・
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税務訴訟資料１７４号８２３頁、その原審大阪高等裁判所昭和６

３年１０月１６日判決・税務訴訟資料１６６号３５８頁）、この

ことは、固定資産税等の減免に関わる各規定の解釈適用において

も同様であると解される。  

 ２  本件処分において課税額４３８，３００円と決定した部分のうち、

３９５，２００円（固定資産税３２５，５００円及び都市計画税６

９，７００円）を超える部分に係る審査請求について  

処分庁は、本件処分の課税額４３８，３００円のうち、３９５，

２００円を超える部分（固定資産税３５，５００円及び都市計画税

７，６００円、合計４３，１００円分）については、本件処分修正

により取り消されていることが認められる。そうすると、請求人は、

当該部分の取消しを求める法律上の利益を失ったというべきである

から、本件審査請求のうち当該部分の取消しを求める部分は、不服

申立ての利益を欠いた不適法なものとして却下を免れない。  

 ３  本件処分のうち、上記２の部分以外の部分に係る審査請求につい

て  

固定資産税等の納税義務者、課税客体、課税標準等の課税要件は、

賦課期日（本件においては平成３１年１月１日）現在の状況によっ

て確定されるものであるところ（１・⑴及び⑵）、処分庁職員は、

本件各土地に対する現地調査及び本件共同住宅に係る建築計画概要

書を入手・検討することにより、本件土地が本件共同住宅の敷地と

して供される部分と本件空地からなることを確認したことが認めら

れる。  

   そして、上記確認を踏まえた本件土地の価格等の決定、同価格等

の固定資産課税台帳への登録、当該登録の公示、土地価格等縦覧帳

簿の縦覧手続を経た上で（１・⑷）、処分庁は、平成３１年度固定

資産税等の賦課決定（本件処分）を行い、請求人に対して通知した

ところ、処分庁職員が本件土地の課税計算に係る前年度課税標準額

の誤りを発見したことを受け、本件土地の価格等は修正の上、固定
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資産課税台帳に登録され、請求人に通知されており（１・⑸）、さ

らに、請求人が本件空地に係る固定資産税等減免を申請したこと

（１・⑻・エ）を受けて、本件処分の課税額を修正する賦課決定

（本件処分修正）を行い、請求人に対して通知したことがそれぞれ

認められる。  

   これらの一連の措置は、上記１に示す法令等の規定に適合してい

るということができ、さらに本件処分修正による課税額決定の過程

において、算定方式の誤り及び違算はいずれも認められないことか

ら、本件処分のうち、本件処分修正に係る部分、すなわち上記２に

おいて却下した部分以外の部分に係る処分に関して、違法性又は不

当性があるということはできない。  

４  請求人は、前記第３のとおり、本件処分の違法性・不当性を主張  

する。これは、本件空地について、既に小規模非住宅用地に対する  

固定資産税等の減免措置を受けているところ、東京都建築安全条例  

により利用が許されないものとされている以上、固定資産税等は全  

額免除すべきであるという主張であると解される。  

しかしながら、法令の各規定の中に、東京都建築安全条例に基づ

き利用を許されないものとされた土地に関して、当該土地又は当該

土地の所有者に対して、固定資産税等を非課税とし又は減免する旨

の具体的な定めを見出すことはできない（１・⑺及び⑻）。  

また、特定固定資産の意義（１・⑻）及び租税法の非課税要件に

係る解釈の狭義性及び厳格性（１・⑼）に照らしても、本件空地に

係る利用制限は、東京都建築安全条例で該当する土地には等しく適

用されるものであり、その成立等の事情を汲んだとしても、本件空

地を特定固定資産として認定することはできないというほかはない。  

この他に、請求人は、反論書において、本件空地に対して課税す

るのであればその利用を認めるべきであると、また、利用不能の本

件空地を含む本件土地の評価額を減額すべきであると主張する。し

かし、審査庁の職分は、請求人に対する処分庁による固定資産税等
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賦課処分（本件処分）が法令の規定に照らして違法・不当なもので

あるか否かを裁決することにあり、本件空地の利用の可否及び本件

土地の評価額の減額を求める請求人の主張は、これを取り上げるこ

とができない。  

以上のとおりであるから、請求人の主張はいずれも理由がなく、

取り上げることはできない。  

５  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われていると判断する。  

  よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

 （答申を行った委員の氏名）  

  高橋滋、千代田有子、川合敏樹  

 

  別紙１及び２（略）  

 

 

 


